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1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｋ３－１５０ 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機械器具 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ３－１５０ 全 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機械器具 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

花粉交配機 花粉採取機 樹幹保護板 

樹幹用薬液注入器 接木クリップ きゅうり矯正筒 

果実採取機 花弁倒状防止網 雪囲い 

園芸用灌水シート   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

Ｋ３－１５台は園芸用品が分類されている。 

Ｋ３－１５１０～１５５には、果樹用支柱関連、果樹用防虫袋、水栽培器、ホースリール、じょうろが含まれる 

Ｋ３－１５６台には植木鉢関連の用具が含まれる 

Ｋ３－１５０には上記以外の園芸用品を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

自動給水器 用土挿入灌水器 接ぎ木クリップ 

   

 

Ｋ３－１５０ 
登録１１５３１６４号 
接ぎ木クリップ 

Ｋ３－１５０ 
登録１１６０３２０号 
自動給水器 

Ｋ３－１５０ 
登録１１４７８９１号 
用土挿入灌水器 


